
 

 

 

 

重点調査事項②： 化学物質の環境リスク管理とリスクコミュニケーションの推進 

 

化学物質のライフサイクルにわたる環境リスクを最小化し、人の健康及び生態系への被害を

未然防止するための環境リスク管理の取組として、 

a) ＰＲＴＲ制度の運用状況と課題 

 b) リスクコミュニケーションの推進に係る取組状況 

 c) その他（化学物質に係る情報の有効活用と相互連携等） 

について、調査を実施しました。関係府省から報告された取組状況等は、「②主な取組状況等」

欄のとおりです。 

 

①第２回点検における指摘内容 

 

≪ＰＲＴＲ制度の運用状況と課題≫ 

  ＜１．制度改正＞ 

○ 中央環境審議会及び産業構造審議会の合同会議における中間取りまとめを踏まえ、以

下の措置等を進めるべきです。 

・ 化管法対象物質の見直しについて、平成 20年（2008年）11月の政令改正を踏まえ、

今後、速やかに必要な省令改正等を行うこと 

・ 個別事業所ごとのＰＲＴＲデータについて、現在の開示請求方式をインターネット

地図等を活用した公表方式に変更するため、化管法改正等を検討すること 

・ 下水及び廃棄物として化学物質が移動した先の下水道終末処理施設及び廃棄物処理

施設からの化学物質の排出量についても把握するため、ＰＲＴＲ制度における届出事

項に移動先の下水道終末処理施設名等を加えること 

○ ＰＲＴＲ制度の対象業種の追加については、医療業を追加する政令改正が行われまし

たが、その他の業種についても引き続き検討すべきです。 

 ＜２．運用の改善＞ 

○ 「ＰＲＴＲ排出量等算出マニュアル」等について、対象物質の見直しに対応するととも

に、より精度の高い算定方法を事業者が選択できるよう、ガイダンスの追加等必要な措

置を講ずるべきです。 

○ 届出外排出量については、対象物質の見直しに対応した推計方法に修正するととも

に、下水道終末処理施設及び廃棄物処理施設からの排出量の推計方法を検討すべきで

す。 

○ 一部に未届出事業者等が存在することから、引き続きＰＲＴＲ制度の周知・啓発に努

めるとともに、ＰＲＴＲ目安箱の設置等による情報の収集・分析や、悪質な法令違反に

対する厳正な対処等を行うべきです。 

○ ＰＲＴＲ制度において環境基準や指針値の設定されている物質のみならず、環境基準

等の設定されていない物質を含めたＰＲＴＲ対象物質の環境濃度の推移を的確に把握す

べきです。 

【第２回点検後フォローアップ事項】 

57



 

 

 

 

 ≪リスクコミュニケーションの推進に係る取組状況≫ 

＜１．自主的取組＞ 

○ レスポンシブル・ケアに関する中期計画に盛り込まれた施策を引き続き着実に推進す

べきです。 

＜２．リスクコミュニケーションに必要な情報の提供のための指針・ツールの作成等＞ 

○ リスクコミュニケーションの目的を明確にしながら、当該情報の提供のための指針・

ツールとして活用されている冊子等の作成・公表、化学物質の安全性情報やリスク評価

等の情報の収集と公表、事業者及び行政による情報システムの運用等の基盤整備、下水

道分野における水質リスクへの対応等個別分野における取組を、引き続き実施すべきで

す。 

＜３．化学物質の有害性に関するデータベースの構築＞ 

○ 今後も、Ｊ－ＣＨＥＣＫ等のデータベースの拡充や改良に努めるべきです。 

＜４．人材の育成＞ 

○ 化学物質アドバイザーの派遣については、今後も、実績を拡大すべきです。 

＜５．リスクコミュニケーションの場の提供＞ 

○ リスクコミュニケーションに関する会議、懇談会、シンポジウム等の開催により、多

くの国民に参加する機会を提供すべきです。また、地方公共団体におけるリスクコミュ

ニケーションの取組事例を調査し、積極的に取り組んでいる事例を紹介する場を設ける

べきです。 

 

 ≪その他≫ 

  ○ 化学物質の環境リスク低減に関連する現行法について、各法律間の相互関係を踏まえ

つつ、化学物質に係る情報の有効活用と相互連携を図るべきです。 

○ 人の健康及び生態系への影響が懸念される化学物質を含むＣＣＡ処理木材（注Ⅲ－３－

４）が一部に含まれる廃材のリサイクルにおけるリスク管理について検討すべきです。 

 

②主な取組状況等 

 

≪ＰＲＴＲ制度の運用状況と課題≫ 

 

＜ＰＲＴＲ制度の運用状況＞  

○ 化管法に基づくＰＲＴＲ制度は平成 13年度（2001年度）から施行されており、ＰＲＴＲ

届出データの集計及び届出外の排出量について推計を行っています。これまで８回にわた

り、ＰＲＴＲデータの公表を行っており、平成 22年（2010年）２月 26日に平成 20年度（2008

年度）ＰＲＴＲデータの公表を行いました。 

平成 20 年度（2008 年度）ＰＲＴＲデータは全国で 39,472 事業所から届出がなされ、排

出量・移動量について、全国・全物質で集計したところ、排出量が 199 千トン、移動量が

201千トン、排出量と移動量の合計は 400千トンとなっています。また、国が推計を行った
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届出対象外の排出量については全国の合計で 291 千トンとなっています。届出排出量は物

質ごと又は業種別に程度の差はあるものの、全般的に減尐傾向にあり、化管法の制定が自

主管理の進展による指定化学物質の排出抑制に一定の効果を上げていると考えられます。 

 

＜化管法政省令改正＞ 

○ 平成 20年（2008年）11月、化管法の対象物質及び業種の見直しを内容とする政令改正を

行いました。この結果、第一種指定化学物質は 354物質から 462物質に、第二種指定化学物

質は 81 物質から 100 物質に見直すとともに、ＰＲＴＲ制度の対象業種に医療業を追加しま

した。また、化管法については、今後も定期的に見直しを行っていくこととしています。 

また、平成 22年（2010年）４月１日に化管法に基づく省令の一部改正を行い、対象物質

の見直しに伴う対応やＰＲＴＲ制度に基づく届出様式に「移動先の下水道処理施設の名称」

並びに「廃棄物の処理方法」及び「廃棄物の種類」の記載欄の追加、国による届出事項の集

計を効率的に行うための届出事項が記録された二次元コードの採用等を行いました。 

 

＜ＰＲＴＲデータの公表方法の拡充＞ 

○ 化学物質の環境中への排出状況に関する国民の理解をより深めるため、平成 21 年（2009

年）２月以降、個別事業所ごとのＰＲＴＲデータについてホームページ上で公開していま

す。また、平成 22年（2010年）４月に化学物質の大気中濃度や排出量を示すＰＲＴＲマッ

プをインターネット上に公開し、地図上に表示された化学物質の発生源、大気中推定濃

度、排出量の閲覧を可能としました。 

 

＜届出外排出量の推計方法の検討＞ 

○ 国が実施している届出外排出量の推計の充実を図るため、オゾン層破壊物質等に関する

推計手法の精度の向上や、対象物質の見直しに伴う届出外事業者からの排出量の推計方法

の検討、下水処理施設や廃棄物処理施設からの化学物質の環境への排出量推計方法の検討

を行っています。 

 

＜化管法の周知等＞ 

○ 化管法に基づくＰＲＴＲ制度及びＭＳＤＳ制度（注Ⅲ－３－５）、化学物質の有害性情

報、リスク評価手法やリスクコミュニケーションに関する情報など、化学物質の評価・管

理に関するセミナーを平成 20年度（2008年度）に全国 10カ所、平成 21年度（2009年度）

に全国８カ所で開催しました。また、パンフレットやポスターの作成・配布を通じ、ＰＲ

ＴＲ制度の周知・啓発を行っているほか、平成 20年（2008年）５月から、ＰＲＴＲデータ

の信頼性や届出等に係る問題について、広く情報提供を受け付ける窓口として「ＰＲＴＲ目

安箱」を設けています。また、悪質な未届け事業者への厳正な対処を行っています。 

 

＜ＰＲＴＲ制度に係るマニュアル等の整備＞ 

○ 事業者が、より適切に排出量を把握するために作成・公表している「ＰＲＴＲ排出量等算

出マニュアル」を平成 21年（2009年）３月に改訂し、対象物質の見直しに伴う対応や、算

出方法の精度を向上させるため、事業者が算出方法を選択する際の考え方を盛り込みまし
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た。 

 

 ＜環境基準の設定されていない物質も含めた環境濃度推移の的確な把握＞ 

○ 環境基準等の設定されていないＰＲＴＲ対象物質の一部については、大気や公共用水域

におけるモニタリングを実施しています。なお、ＰＲＴＲデータは、有害大気汚染物質に

該当する可能性がある物質の選定や環境基準の検討等に利用されているほか、有害大気汚

染物質モニタリング結果とともに、有害大気汚染物質対策の検討に用いられる等、環境汚

染の未然防止に向けて多面的な活用がなされています。 

 

＜ＰＲＴＲ制度の今後の運用＞ 

○ ＰＲＴＲ制度については、地方公共団体と連携しつつ、届出データの集計・公表、個別

事業所データの公表及び開示、届出対象外の排出源からの排出量の推計・公表等、同制度

を引き続き円滑に運用します。また、対象物質の見直しや医療業の追加等を内容とする化

管法に基づく政令の一部改正に関する内容や「廃棄物の処理方法」及び「廃棄物の種類」等

の届出事項の追加、二次元コードの採用等を内容とする化管法に基づく省令の一部改正に

関する内容の周知・徹底や、届出・推計データの多面的利用の検討等を実施し、必要な措

置を講じます。 

 

≪リスクコミュニケーションの推進に係る取組状況≫ 

 

＜リスクコミュニケーションに必要な情報の公表＞ 

○ ＰＲＴＲ制度の対象となっている化学物質について、それぞれの用途、排出・移動量、

環境中での動き、健康影響、生体影響等について情報を取りまとめた化学物質ファクトシ

ートに、毎年 50 物質程度の情報を追加しました。引き続き、化学物質ファクトシートを作

成し、分かりやすい情報の公表を行っていく予定です。 

 

＜下水道に係る水系水質リスクへの対応＞ 

○ 下水道分野においては、水質リスク発生時に迅速かつ的確に対応するため、関係部局及

び機関が密接に連携して水質監視、事業場に対する指導、情報の伝達・公表等を行うこと

ができるよう、平成 20・21年度（2008・2009年度）に、リスク発生時の原因者等への指導

や関係部局等との連携のあり方など、下水道分野におけるリスクコミュニケーションの方

策について検討を行いました。今後は、平成 20・21年度（2008・2009 年度）に検討した結

果を、平成 22年度（2010年度）中に手引書としてとりまとめる予定となっています。 

 

＜Ｊ-ＣＨＥＣＫの拡充等＞（再掲） 

○ 国において実施した安全性情報点検の結果や官民連携既存化学物質安全性情報収集・発

信プログラム（Ｊａｐａｎチャレンジプログラム）において得られた情報等を発信するため

のデータベース（Ｊ-ＣＨＥＣＫ）を構築し、平成 20 年（2008 年）５月より公開していま

す。公開後も、新たに追加されたこれらの情報及びＯＥＣＤ等海外で収集された情報等を

随時公開し、その内容を拡充しています。また、収集された安全性情報が諸外国において
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も有効に活用されるよう、ＯＥＣＤグローバルポータル（eChemPortal）との接続も視野に

入れ、英語版を開発しているところです。 

 

○ 製品評価技術基盤機構において、化学物質の有害性や規制等に関する情報を総合的に検

索できるシステム「化学物質総合情報提供システム（ＣＨＲＩＰ）」やリスクコミュニケー

ションのためのシステム「化学物質と上手に付き合うには」等の情報提供を行いました。 

 

＜化学物質アドバイザーの派遣＞ 

○ リスクコミュニケーションを推進するため、身近な化学物質に対する疑問に対して答

え、対話の促進を図る人材である化学物質アドバイザーを増員するとともに、平成 20 年度

（2008 年度）には 44件、平成 21年度（2009年度）には 41件の派遣を行い、利用者から高

い評価を受けています。 

 

＜リスクコミュニケーションの場の提供＞ 

○ 市民、産業、行政等の環境リスクに関する情報共有及び相互理解を促進する場として、

「化学物質と環境円卓会議」を平成 20 年度（2008 年度）、平成 21 年度（2009 年度）に２

回ずつ開催しました。また、化学物質の評価・管理に関するセミナーを平成 20 年度（2008

年度）に全国 10カ所、平成 21年度（2009年度）に全国８カ所で開催しました。 

 

≪その他≫ 

 

＜化学物質に関する情報共有の推進＞ 

○ 平成 21年（2009年）に改正された化審法において、化審法に基づいて得られた情報を、

必要に応じて、化学物質に関する他法令を所管する関係省庁へ提供するための規定が新設

されました。今後は、化審法に基づいて得られた情報を、必要に応じて、関係する法令を

所管している大臣へその内容を通知することにより、化学物質に関係する他の法令におい

ても情報が活用されるよう、当該法令を所管する省庁間の連携・強化を進めていきます。 

 

＜連携施策群による各省化学物質関連施策の連携強化等＞ 

○ 第３期科学技術基本計画の化学物質リスク・安全管理研究領域における戦略重点科学技

術「国際間協力の枠組みに対応するリスク評価管理」を中心とする重要な研究開発課題及び

関連施策の連携強化、重複排除等の調整を行い、政策目標達成のための研究成果の最大化

を図る仕組みとして、科学技術連携施策群「総合的リスク評価による化学物質の安全管理・

活用のための研究開発」を平成 19～21年度（2007～2009年度）の３年間に実施しました。

また、関係各省の施策を補完する課題を設定し、科学技術振興調整費によって補完的課題

「事業者の化学物質リスク自主管理の情報基盤」を採択し、調査・研究を平成 19～21 年度

（2007～2009 年度）の３年間に実施しました。各省化学物質関連施策および補完的課題の

最新の研究成果は、年１回のシンポジウムを通じて公表しました。 

 

＜ＣＣＡ処理木材が一部に含まれる廃材のリサイクルにおけるリスク管理＞ 
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○ 防腐・防蟻を目的としてＣＣＡ（クロム・銅・ヒ素化合物系の木材保存剤）が用いられた

木材が解体後に廃棄物となったＣＣＡ処理木材は、それ以外の部分と分離・分別し、それ

が困難な場合には、ＣＣＡが注入されている可能性がある部分を含めてこれをすべてＣＣ

Ａ処理木材として焼却又は埋立を適正に行うこととされているところであり、現行の対応

の状況や課題の把握を含め情報収集に努めていきます。 

 

【 他の環境分野との関わり等 】 

 

○ 化学物質の環境リスク管理とリスクコミュニケーションを推進し、環境リスクの低減を

進めることにより、他の環境分野への貢献を図るという観点から、「物質循環の確保と循環

型社会の構築のための取組」、「都市における良好な大気環境の確保に関する取組」、「環

境保全上健全な水循環の確保に向けた取組」及び「生物多様性の保全のための取組」との関

係も考慮していく必要があります。 

 

③今後の政策に向けた提言 

○化学物質対策について、その全体像を国民に分かりやすく示していくべきです。（再掲） 

 

○各府省において、化学物質の環境リスクを低減に資する取組が行われていることから、関

係府省の相互の連携を強化し、情報共有を行う等、より効果的・効率的に進めるべきで

す。 

 

○リスク評価の結果、リスク管理が必要とされた化学物質について、調査の進捗状況、施策

の進捗状況を明らかにした上で、着実にリスク管理を進めていくべきです。 

 

○化学物質の環境リスクの低減に向けた取組全体の進捗状況を、リスク評価、リスク管理、

リスクコミュニケーションの一連の流れの中で、可能な限り定量的な指標を用いて示しな

がら、取組を着実に進めて行くべきです。（再掲） 

 

○生物多様性への化学物質の影響や温暖化対策推進のための住宅の気密性向上等に伴う化学

物質の影響の可能性など、 他分野との関連性に配慮すべきです。（再掲） 

 

○化学物質による環境リスクを低減するため、政府と、地域住民やＮＧＯ・ＮＰＯ、事業者

等の様々な関係者が、互いに協力しながら取組を進めていく方策のあり方について検討す

べきです。 

 

○関係府省、地方公共団体、事業者、ＮＧＯ・市民など各主体の取組の全体像を念頭に置き

ながら、各主体が連携して効果的・効率的に進めていく仕組みを検討すべきです。（再掲） 
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重点調査事項③： 国際的な観点に立った化学物質管理の取組 

 

化学物質は様々な国で製造・使用されることから、その管理手法等は国際的な調和が求めら

れます。各国は、平成 18年（2006年）２月に国際化学物質管理会議において採択された国際的

な化学物質管理に関する戦略的アプローチ（ＳＡＩＣＭ）に基づき、関係施策を進めることと

されており、国際的な観点に立った化学物質管理の取組として、 

a) ＳＡＩＣＭに沿った化学物質管理の取組 

 b) 国際協調に基づく環境リスクの評価等 

 c) 我が国の経験と技術を踏まえた積極的な情報発信等 

について、調査を実施しました。関係府省から報告された取組状況等は、「②主な取組状況等」

欄のとおりです。 

 なお、下記第２回点検における指摘内容のうち、＜その他＞については、「物質循環の確保と

循環型社会の構築のための取組」の進捗状況の点検において取組状況等を点検することとしま

す。 

 

 

①第２回点検における指摘内容 

 
 

＜ＳＡＩＣＭに沿った化学物質管理の取組＞ 

○ ＷＳＳＤ2020 年目標（注Ⅲ－３－６）の達成のため、化学物質のリスク評価体系の構築

等、化審法及び化管法の見直しについて検討し、必要な措置を進めるべきです。 

○ ＳＡＩＣＭの推進に関し、引き続き、アジア太平洋地域における主導的な役割を果たす

べきです。 

○ Ｊａｐａｎチャレンジプログラムについては、収集情報に基づく有害性評価文書の作

成、海外への情報発信及びＯＥＣＤ／ＨＰＶ（注Ⅲ－３－７）プログラムへの貢献を進める

べきです。 

○ 今後も、小児等化学物質のばく露に対して脆弱な集団に着目した疫学調査研究等各個別

課題への取組を進めるべきです。また、化学物質の環境リスク低減に資するための調査研

究並びにその成果の公表及び普及を進めるべきです。 

 

＜国際協調に基づく環境リスクの評価等＞ 

○ ＰＯＰｓ条約については、第１回条約有効性評価に向けた報告書の作成及び各国との調

整等や、非意図的に生成されるＰＯＰｓ対象物質に関するＢＡＴ／ＢＥＰ（注Ⅲ－３－８）

ガイドラインも参考にした国際的に連携した排出削減に向けた取組について、国際協力を

推進すべきです。 

○ 地球規模の水銀汚染対策については、我が国の先進的な技術をいかしたＢＡＴ／ＢＥＰ

ガイドラインの策定等国際的な対策検討に貢献すべきです。 

【第２回点検後フォローアップ事項】 
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○ 環境リスク評価に関しては、引き続き、ＯＥＣＤ等の国際的な動向を踏まえ関係する取

組への協力及び貢献を進めるべきです。 

○ 日中韓の化学物質管理に関する政策ダイアローグを引き続き開催し、三カ国間の情報交

換及び個別分野における具体的な作業を進めるべきです。 

 

＜我が国の経験と技術を踏まえた積極的な情報発信等＞ 

○ 我が国の製品含有化学物質に関する情報共有システムを、特に我が国との貿易量の多い

アセアン地域においても展開し、我が国のシステムを共通基準とすることを検討すべきで

す。 

○ 農業分野等における化学物質管理についても、専門家の派遣、我が国の化学物質管理政

策を踏まえた適切なアドバイスの検討等を行うべきです。 

 

＜その他＞ 

○ 有害廃棄物等の丌適正な輸出入を防止しつつ、我が国の優れた技術をいかし、途上国に

おける適正処理困難物の受入れ等、環境保全上望ましい形での国際移動の円滑化を図るべ

きです。 

 

 

②主な取組状況等 

 
 

≪ＳＡＩＣＭに沿った化学物質管理の取組≫ 

 

＜化審法の改正＞ 

○ ＷＳＳＤ2020 年目標を踏まえ、厚生科学審議会、産業構造審議会及び中央環境審議会の

合同会合において、化審法の見直しに関する検討を実施しました。この結果を踏まえ、化

審法の一部を改正する法律案が平成 21年（2009年）２月に閣議決定され、第 171回通常国

会において同年５月に成立しました。この改正により、「環境中で分解しにくい化学物質」

に加え、「環境中で分解しやすい化学物質」についても規制の対象とし、平成 23年度（2011

年度）からは、新たに「既存化学物質」についても製造・輸入実績数量等の届出を義務づけ、

それを踏まえ優先順位をつけて化学物質の安全性評価を実施することとなりました。 

 

＜化管法政省令の改正＞（再掲） 

○ 平成 20年（2008年）11月、化管法の対象物質及び対象業種の見直しを内容とする政令改

正を行いました。この結果、第一種指定化学物質は 354物質から 462物質に、第二種指定化

学物質は 81 物質から 100 物質に見直すとともに、ＰＲＴＲ制度の対象業種に医療業を追加

しました。また、化管法については、今後も定期的に見直しを行っていくこととしていま

す。 

また、平成 22年（2010年）４月１日に化管法に基づく省令の一部改正を行い、対象物質

の見直しに伴う対応やＰＲＴＲ制度に基づく届出様式に「移動先の下水道処理施設の名称」
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並びに「廃棄物の処理方法」及び「廃棄物の種類」の記載欄の追加、国による届出事項の集

計を効率的に行うための届出事項が記録された二次元コードの採用等を行いました。 

 

＜アジア太平洋地域におけるＳＡＩＣＭ実施について主導的な役割の実践＞ 

○ アジア太平洋地域におけるＳＡＩＣＭのフォーカルポイント（平成 20年度（2008 年度））

及び国際化学物質管理会議（ＩＣＣＭ）の同地域の代表（平成 20年度（2008年度）及び平

成 21 年度（2009年度））として、同地域におけるＳＡＩＣＭ実施促進のため、ＳＡＩＣＭ

の実施状況に関する情報の共有や意見交換を促進するとともに、タイ及びブータンにおい

て現地調査や専門家の派遣等のプログラムを実施しました。また、国際化学物質管理会議

やクイック・スタート・プログラム（ＱＳＰ）管理理事会、アジア太平洋地域会議に出席し

ました。今後とも、平成 24年度（2012 年）までアジア太平洋地域の代表を務める予定であ

り、同地域におけるＳＡＩＣＭ実施を主導するとともに、プログラムが継続しているブー

タンへの支援を実施する予定です。 

 

＜Ｊ-ＣＨＥＣＫの拡充等＞（再掲） 

○ 国において実施した安全性情報点検の結果や官民連携既存化学物質安全性情報収集・発

信プログラム（Ｊａｐａｎチャレンジプログラム）において得られた情報を発信するための

データベース（Ｊ-ＣＨＥＣＫ）を構築し、平成 20年（2008年）５月より公開しています。

公開後も、新たに追加されたこれらの情報及びＯＥＣＤ等海外で収集された情報等を随時

公開し、その内容を拡充しています。また、収集された安全性情報が諸外国においても有

効に活用されるよう、ＯＥＣＤグローバルポータル（eChemPortal）との接続も視野に入れ、

英語版を開発しているところです。 

 

＜子どもの健康と環境に関する全国調査（エコチル調査）＞（再掲） 

○ 子どもの発育に影響を不える化学物質や生活環境を明らかにするため、10 万人の妊婦を

対象とし、生まれてくる子どもたちの健康を 13 歳に達するまで追跡する、子どもの健康と

環境に関する全国調査（エコチル調査）を実施しています。本調査は、平成 19年（2007年）

10 月から「小児環境保健疫学調査に関する検討会」において検討が進められ、平成 20 年

（2008 年）からパイロット調査が開始されました。パイロット調査では、実際に参加者が

登録され、血液等の生体試料の採取や分析が行われるなど、平成 22 年(2010 年）度から実

施される 10万人規模の本調査開始に向けて、準備が進められています。 

 

 

≪国際協調に基づく環境リスクの評価等≫ 

 

＜ＰＯＰｓ条約の有効性評価に関する議論への貢献＞ 

○ ＰＯＰｓ条約について、平成 20年度（2008年度）には「世界モニタリング計画」に貢献

するため、国連環境計画（ＵＮＥＰ）の下のＰＯＰｓ条約事務局が主催する会合に専門家を

派遣し、条約の有効性評価に関する議論を主導しました。また、平成 21年度（2009年度）

には、ＰＯＰｓ条約の第４回締約国会議に参加し、第１回の条約の有効性評価に係る議論
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に参加・貢献しました。さらに、東アジア地域における国際的なＰＯＰｓモニタリングに

ついて協力体制を構築するために、毎年東アジアＰＯＰｓモニタリングワークショップを

開催し、同地域においてＰＯＰｓモニタリングを実施しています。今後は、第２回目の条

約の有効性評価が平成 27年（2015年）に実施される予定であり、準備会合に専門家を派遣

するなどして関連する議論を主導する予定です。また、平成 21年（2009年）に新たにＰＯ

Ｐｓ条約の対象に追加された９物質群も含めて東アジア地域におけるＰＯＰｓモニタリン

グが円滑に実施できるよう、引き続きワークショップの開催等により支援していきます。 

 

＜ＰＯＰｓ条約に基づくダイオキシン類等非意図的生成物に係るＢＡＴ／ＢＥＰ推進事業＞ 

○ ＰＯＰｓ条約第５条により、ダイオキシン類等、物質燃焼等により非意図的に生成され

る条約対象物質（Ｕ－ＰＯＰｓ）について、人為的な発生源からの継続的な放出削減、究極

的には廃絶を目指して、「利用可能な最良の技術（ＢＡＴ）及び環境のための最良の慣行（Ｂ

ＥＰ）指針」（ＢＡＴ／ＢＥＰ指針）が定められ、この指針に基づくＢＡＴ／ＢＥＰ利用の

促進が求められています。本事業では、国内におけるこのＢＡＴ／ＢＥＰの利用状況の把

握を行うとともに、最新の国際動向の情報収集を行っています。また、我が国に地理的関

係から影響が大きい東アジア地域の途上国を対象として、ダイオキシン類の削減に関する

我が国の成功体験等を発信し、途上国でのＢＡＴ／ＢＥＰ利用の促進を図っています。 

 

＜国際条約における議論への科学的知見の提供等による貢献＞ 

○ ＰＯＰｓ条約においては新規のＰＯＰｓ候補物質を検討する残留性有機汚染物質検討委

員会が、また、ロッテルダム条約（ＰＩＣ条約）においては条約対象物質の追加・削除等に

ついて検討する化学物質検討委員会が設置されています。これらの専門家委員会に対し、

行政官が参加するとともに、我が国の専門家を派遣し、科学的知見の提供、審議物質のコ

ーディネーターを務めるなど、科学的議論の進展に貢献しています。 

 

＜ＰＯＰｓ対象物質に対する措置＞ 

○ ＰＯＰｓ条約における規制対象物質については、化審法第２条第２項の規程に基づき政

令の対象物質に指定し、原則製造・輸入を禁止しています。また、ＰＯＰｓ対象物質の中

で、農薬用途に関連する物質については、農取法第９条第２項の規定に基づく農薬の販売

の禁止を定める省令の対象物質に指定し、その販売・使用を規制しています。なお、平成

21 年（2009 年）には新たに９物質群がＰＯＰｓ条約の対象物質とされたことを受け、平成

22 年（2010 年）４月に施行した化審法の施行令及び農取法の省令の対象物質に対策が必要

な物質を追加しました。 

 

＜水銀汚染対策への国際的な貢献＞ 

○ 水銀汚染対策については、ＵＮＥＰにおける水銀管理に関する条約についてのアドホッ

ク公開作業グループ会合に出席し副議長を務める等国際的な水銀対策の強化に貢献してい

ます。また、ＵＮＥＰ水銀パートナーシップの廃棄物管理分野のリードを務め、平成 20 年

度（2008年度）、平成 21年度（2009 年度）には、その第１回及び第２回会合を東京におい

て開催し、水銀廃棄物に関するＢＡＴ／ＢＥＰガイダンス文書の策定を主導しました。 
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  我が国は、水銀管理に関する条約の第２回政府間交渉委員会を国内において開催するこ

とや政府間交渉におけるアジア太平洋地域のコーディネーターを務めることを予定してお

り、今後とも引き続き、水俣病経験国として水銀管理に関する条約制定に向けた国際的な

議論を主導していきます。また、廃棄物管理分野等のＵＮＥＰ水銀パートナーシップにも

貢献していく予定です。 

 

＜環境リスク評価に関する国際的動向を踏まえた取組＞ 

○ 環境リスク評価に関する国際的動向の中核組織として機能しているＯＥＣＤ化学品プロ

グラムの意思決定機関である合同会合や、その下部組織、専門家会議等へ参加し、国際調

和の促進に貢献しています。また、生態影響試験法や農産物中の残留農薬の評価に関する

ＯＥＣＤにおける試験法ガイドライン（以下「ガイドライン」という。）検討への貢献と、

策定・改訂されたガイドラインの我が国における適用に向けて、必要な調査検討を行い、

我が国における試験法の標準化の検討を進めています。 

 

＜農薬登録制度の刷新に向けた取組＞ 

○ 我が国の農薬登録制度を、ＯＥＣＤ等海外の制度との整合性を図りながら、科学的な情

報の収集・解析結果に基づきリスクの程度を考慮するように改善するため、「農薬登録制度

に関する懇談会」を開催し、各分野の関係者から意見を聴取し、その方向性について議論し

ています。今後とも、海外の制度との整合性を図りながら、本懇談会を通じ、関係者から

の意見を聴取しつつ農薬登録制度の改善を図ります。 

 

＜日中韓の化学物質管理に関する連携強化の取組＞ 

○ 日中韓三カ国による化学物質管理に関する情報交換及び連携・協力を進めるため、平成

19年（2007年）から日中韓の化学物質管理に関する政策ダイアローグを開催してきており、

平成 21年（2009年）９月には第３回を中国・北京市で開催し、各国の取組の現状及び今後

の方針についての情報を共有しました。また、本ダイアローグでは、専門家会合として、

日中韓のＧＨＳ（化学品の分類および表示に関する世界調和システム（注Ⅲ－３－９））に

関する分類結果の違いについて比較検討等を行うため、日中韓ＧＨＳ専門家会合を開催し

ており、平成 21年(2009年)に３カ国間におけるＧＨＳ分類の比較検討を行いました。今後

とも、日中韓３カ国における化学物質管理に関する政策ダイアローグを引き続き開催する

とともに、３カ国の連携協力を強化し、適正な化学物質管理に関する協力を推進します。 

 

 

≪我が国の経験と技術を踏まえた積極的な情報発信等≫ 

 

○ 国際協力機構（ＪＩＣＡ）や海外技術者研修協会（ＡＯＴＳ）を通じて、途上国の化学物

質管理能力のための研修を実施しています。また、化学物質・調剤、成形品が含有する化

学物質情報を適切に把握・管理し、これをサプライチェーンの川上から川下に製品とセッ

トで受け渡す情報伝達の仕組みをＡＳＥＡＮ諸国に普及させるため、我が国の民間事業者

間で産業横断的に行われている、「ＪＡＭＰ（アーティクルマネージメント推進協議会）」
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の活動等を活用し、平成 20 年度（2008 年度）、21 年度（2009 年度）において、タイ、マ

レーシアにおいて実証事業を実施し、現地企業の啓発、取組への参加を促進しました。 

さらに、アジア各国の政府と化学物質管理の施策を連携して推進するため、ＡＰＥＣや

ＡＭＥＩＣＣ（日アセアン経済産業協力委員会）の化学物質管理担当者による会合を毎年開

催し、アジア各国への普及啓発を行いました。 

今後も、啓発・普及活動の鍵となる専門家の育成や、知識の普及に伴った研修内容の見

直し、ＡＳＥＡＮとのマルチやバイの対話の場を活用した我が国の化学物質管理政策につ

いての情報発信等を行うこととしています。 

 

○ ＪＩＣＡからの技術協力に関する要請に基づき、発展途上国における農薬のリスク評

価・リスク管理手法を支援しています。平成 19 年度（2007 年度）から平成 22 年度（2010

年度）にかけて、ウルグアイへ農林水産消費安全技術センターの職員を派遣しています。 

 

 

【 他の環境分野との関わり等 】 

 

○ 国際的な観点に立った化学物質管理を推進し、環境リスクの低減を進めることにより、

他の環境分野への貢献を図るという観点から、「物質循環の確保と循環型社会の構築のため

の取組」、「都市における良好な大気環境の確保に関する取組」、「環境保全上健全な水循

環の確保に向けた取組」及び「生物多様性の保全のための取組」との関係も考慮していく必

要があります。 

 

○ 例えば、ＰＯＰｓ条約に基づくダイオキシン類等非意図的生成物に係るＢＡＴ／ＢＥＰ

推進事業については、大気、水質、廃棄物処理等の各分野の専門家による検討会を設置

し、国内におけるＢＡＴ／ＢＥＰの利用状況を追跡的に情報収集するとともに、東アジア

地域各国の行政官等及び先進国、国際機関の専門家等を招いたワークショップを開催し、

我が国の経験や先進国等の知見を発信するとともに、途上国におけるＢＡＴ／ＢＥＰ指針

の普及方策について情報交換を行っています。 

 

③今後の政策に向けた提言 

○ダイオキシン対策を始めとする我が国の化学物質に関する優れた政策・技術の知見を活か

し、アジアを初めとする国々に技術的な協力を行い、ＷＳＳＤ2020 目標の達成に向けてリ

ーダーシップを発揮していくべきです。 

 

○東アジアにおけるＰＯＰｓ等による汚染について、各国と連携してデータの集積・解析を

行い、情報発信していくべきです。 

 

○生物多様性への化学物質の影響や、温暖化対策推進のための住宅の気密性向上等に伴う化学

物質の影響の可能性など、他分野との関連性に配慮すべきです。（再掲） 
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４．生物多様性の保全のための取組 

 

重点調査事項①：生物多様性を社会に浸透させる取組 

生物多様性の保全の重要性が地方公共団体、事業者、国民等にとって常識となり、行動に反映

されるよう、それぞれの主体に対応した取組を推進し、生物多様性を社会に浸透させていく観点

から、 

a) 生物多様性に関する取組促進や概念の普及啓発 

b) 地方公共団体による生物多様性地域戦略策定 

について、調査を実施しました。関係府省から報告された取組状況等は、「②主な取組状況等」

欄のとおりです。 

 

 

①第２回点検における指摘内容 

 
 

○ 基本戦略「生物多様性を社会に浸透させる」においては、生物多様性が私たちの暮らし

を支えている重要な存在である一方、その認知度は低い状況にあることを踏まえ、多くの

国民や団体の参加を得て生物多様性に関連する取組を行う「いきものにぎわいプロジェク

ト」の推進、生物多様性企業活動ガイドラインの作成、環境に配慮した民間の認証制度等

の積極的な活用等を通じ、市民や企業の参画を促進することとしていることに留意すべき

です。また、生態系サービスの概念について、国民が正しく理解できるように普及・啓発

を推進することが必要であることに留意すべきです。 

○ 生物多様性基本法（平成 20年法律第 58号）では、地方公共団体による生物多様性地域

戦略策定が努力義務として規定されており、「地域づくりの推進」にも密接に関わること

として、各地域が主体性及び独自性を持って、同戦略の策定を進めていくことが期待され

ることに留意すべきです。また、第三次生物多様性国家戦略で示された地域戦略の策定の

手引きの作成を進めること等地域戦略の策定に向けた支援を強化することが必要である

ことに留意すべきです。 

 

 

②主な取組状況等       

 
 

国民や企業を対象として、生物多様性の社会における主流化を推進するための取組や、地方

公共団体による生物多様性地域戦略の策定を促進するための取組を推進しました。また、平成

22年（2010 年）３月に生物多様性国家戦略 2010を策定し、今後の取組の方向性を示しました。 
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≪生物多様性に関する取組促進や概念の普及啓発≫ 

 

 ○ 企業をはじめとする幅広い分野の事業者が、生物多様性に配慮した事業活動を自主的に

行う際の指針となる「生物多様性民間参画ガイドライン」を策定し、各種セミナーやイベ

ント等で普及広報を行いました。 

 

 ○ 地域において生物多様性に取り組む企業、ＮＧＯ、研究機関、行政機関等の情報交換や

新たな連携の促進等を目的として、福岡市及び大阪市で、生物多様性に関する総合展示会

「生物多様性ＥＸＰＯ2010」を開催しました。また、仙台市、東京都、名古屋市における

環境総合展示会に参加し、生物多様性に配慮した事業活動や生物多様性の重要性等につい

て普及啓発を行いました。 

 

 ○ 生物多様性に関して地域レベルでの理解を深め、多様な関係者による参加と連携を促進

するため、仙台市、徳島市、福岡市において、市民、ＮＧＯ、行政担当者等の参加による

「生物多様性地域対話」を開催しました。 

 

 ○ 地域の多様な主体による生物多様性の保全・再生活動を支援するため、平成 20年度（2008

年度）から開始した「生物多様性保全推進支援事業」については、平成 21 年度（2009 年

度）に新たに９カ所を採択し、平成 20 年度（2008 年度）からの継続箇所と合わせて、全

国 26カ所の取組の支援を行いました。 

 

 ○ 環境省と（財）イオン環境財団は、生物多様性の保全と持続可能な利用の優れた取組を

顕彰する「生物多様性 日本アワード」を創設し、優秀賞８件を選出しました。その中から、

「地域企業との協働による谷津田の保全」の取組を、第１回グランプリとして決定しまし

た。 

 

 ○ 平成 20 年度（2008 年度）に決定した生物多様性のコミュニケーションワード「地球の

いのち、つないでいこう」や、国民一人一人が生物多様性に取り組む際のヒントとなる「国

民の行動リスト」を様々な機会で普及広報しました。また、著名人による広報組織「地球

いきもの応援団」を４名から 26名に増員し、多様な主体が主催するイベントに出演し、生

物多様性の大切さを伝え、具体的な行動を促す取組に協力いただきました。 

 

 ○ 平成 22 年（2010 年）は国連が定めた「国際生物多様性年」に当たり、多様な主体から

なる国家的な組織を設置し、国際年を記念するための行事を開催することが、国連により

奨励されていることから、平成 22 年（2010 年）１月に「国際生物多様性年国内委員会」

を設置し、キックオフイベントをはじめとした記念行事を開催しました。 

 

 ○ 「国際生物多様性の日（毎年５月 22 日）」に、「グリーンウェイブ 2009」として、学

校の敷地等への植樹への参加を広く呼びかけ、全国で約 80団体、3,000人が参加しました。
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また、国際生物多様性の日を記念する行事の開催を幅広く促すとともに、国連大学、国立

環境研究所等と連携し、シンポジウム等の記念行事を開催しました。 

 

 ○ 国民の「生物多様性」という言葉の認知度は、平成 21 年（2009 年）６月の内閣府世論

調査では約 36％で、平成 16年（2004 年）の環境省調査から約６ポイント上昇しました。 

 

（参考）「生物多様性」という言葉の認知度（平成 21年（2009年）６月内閣府世論調査） 

 

 

 

≪地方公共団体による生物多様性地域戦略策定≫ 

 

 ○ 都道府県及び市町村が、生物多様性基本法に基づく「生物多様性地域戦略」を定める際

に参考となる基本的情報を示した「生物多様性地域戦略策定の手引き」を平成 21年（2009

年）９月に作成しました。また、平成 22 年度（2010 年度）から「地域生物多様性保全活

動支援事業」を開始し、都道府県及び市町村における生物多様性地域戦略づくりを支援し

ています。生物多様性地域戦略は、平成 22 年（2010 年）５月現在、埼玉県、千葉県、愛

知県、滋賀県、兵庫県、長崎県、流山市、名古屋市、高山市、北九州市で策定されており、

多くの地方公共団体で策定に向けた検討が進められています。 

 

 

③今後の政策に向けた提言 

 ○ 生物多様性国家戦略 2010の基本戦略「生物多様性を社会に浸透させる」における以下の

記述を踏まえて、今後も取組を推進するべきです。 
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＜生物多様性に関する取組促進や概念の普及啓発＞ 

・ 私たちの暮らしとの関係を訴えることにより生物多様性を身近なものとして感じてもらうための

様々な取組を推進するほか、国際生物多様性の日（５月22日）における普及啓発のためのイベント

の実施等広報を強力に進めます。また、国民が、釣糸を放置したり、飼いきれなくなったペットを

野外に放したりすること等のないよう、それらの行為が生物多様性に与える影響を具体的事例とと

もに分かりやすく伝えることにも取り組みます。 

広報にあたっては、国民に広く情報提供を行うため、各種のメディアとも連携・協力しながら、

丁寧でわかりやすい情報提供・情報発信に努めます。 

生物多様性を国民に普及するための情報発信に協力する「地球いきもの応援団」のメンバーを拡

充していくとともに、生物多様性を端的に分かりやすく示すコミュニケーションワード「地球のい

のち、つないでいこう」をロゴマークとともに普及していくことで、国民に広く生物多様性につい

ての認識を広めていきます。 

 

・ 事業者が、生物多様性に配慮した活動に自主的に取り組むことを促すため、企業関係者、ＮＧＯ、

専門家による検討やパブリックコメントを経て策定された「生物多様性民間参画ガイドライン」に

ついて、幅広い主体へ普及広報するとともに、事業者に対し、活用の促進を働きかけていきます。

また、こうした我が国の取組を世界に向けて発信するとともに、このような取組に賛同する事業者

が参画する「ビジネスと生物多様性イニシアティブ」のような枠組みを検討します。また、生物多

様性に配慮した商品・サービスや農林水産物等を展示会等の様々な機会を活用して紹介したり、こ

れらに適用する認証マークや認証制度の普及に努めたり、環境に配慮した不動産の市場価値を適正

に評価する仕組みを検討することと併せて、消費や投資を行う人々が適切な判断を行うために必要

となる情報の提供を行うこと等により、生物多様性に配慮した事業者、消費者等の活動が相乗的に

広がっていくことを目指します。 

 

・ 食料や木材など多くの自然資源を輸入し、利用する私たちの消費行動が、輸出国の生物多様性の

恩恵の上に成り立っている面もあることを認識し、国民ひとりひとりが行動することで、世界の生

物多様性の保全と持続可能な利用の推進に対して大きな効果を発揮します。具体的には、生物多様

性に配慮した食品や木材製品を選択することや生物多様性の保全に積極的に取り組む企業の商品を

選択的に購入したり、そうした企業への投資を行うなどの行動が考えられますが、このような観点

からのライフスタイルの転換についても、生物多様性に配慮した商品を判断する目安や行動による

生物多様性への影響を分かりやすく示すことなどにより、生物多様性民間参画ガイドラインの普及

と連動させつつ提案していきます。 

 

＜地方公共団体による生物多様性地域戦略策定＞ 

・ 生物多様性地域戦略は、地方における生物多様性に関わる部局間相互の連携を図るためにも必要

なものであり、都道府県版レッドデータブック、レッドリストが全都道府県でつくられたように、

すべての地方公共団体により早い段階で生物多様性地域戦略が策定されることが期待されます。そ

の際、流域や山地等の一定のまとまりを有する複数の地方公共団体が共同して地域戦略を策定する

のも望ましい方法のひとつです。都道府県や市町村に対して「生物多様性地域戦略策定の手引き」

を普及し、各地域における様々な主体による生物多様性保全のための取組事例を紹介することによ
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って、効果的な地域戦略の策定や実践的な取組を促します。併せて、流域圏等の様々なレベルの空

間単位を重視した地域戦略の策定を効率的に行うための指針について検討します。 
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重点調査事項②：地域における人と自然の関係を再構築する取組 

里地里山の保全や鳥獣との関係の再構築、生きものをはぐくむ農林水産業と多様な野生生物を

はぐくむ空間づくりの推進等を通じて、人と自然の豊かな関係をつくっていく観点から、 

a) 中長期ビジョンの検討 

b) 里地里山の保全・再生に関する取組 

c) 生物多様性の保全に貢献する農林水産業の推進 

d) 絶滅のおそれのある種の保存及び外来生物による在来生物等への影響への対応 

について、調査を実施しました。関係府省から報告された取組状況等は、「②主な取組状況等」

欄のとおりです。 

 

 

①第２回点検における指摘内容 

 
 

○ 第三次生物多様性国家戦略では、「基本的視点」として「統合的な考え方と長期的な観

点」を位置付けるとともに、100 年先を見通した国土の生物多様性のグランドデザインを

提示し、人口減尐に向かう国土の中での人と自然の関係を再構築する「100 年計画」とし

て国土全体の自然の質を着実に向上させることとしていることに留意すべきです。「100

年計画」については、100 年後の人口等を踏まえ、国土のグランドデザインをより具体的

に検討するとともに、中長期的なビジョンを検討することが必要であることに留意すべき

です。その際、総人口の減尐により国土の利用に余裕を見出せる中で、地域資源を最大限

に活用し、地域固有の自然や文化に根ざした個性的で魅力的な地域づくりを目指す必要が

あることに留意すべきです。 

○ 第三次生物多様性国家戦略の基本戦略「地域における人と自然の関係を再構築する」に

おいて、生物多様性の保全に貢献する農林水産業を推進することとしていること、未来に

引き継ぎたい重要な里地里山を選定する等、里地里山の保全再生を図っていくことが必要

であることに留意すべきです。なお、これらは、「地域づくりの推進」にも密接に関わる

ものであることに留意すべきです。 

○ 絶滅のおそれのある種の保存及び外来生物による在来生物等への影響への対応について

は、基本戦略「地域における人と自然の関係を再構築する」において、トキの野生復帰の

取組の推進、島嶼部等における外来種の国内移動や非意図的に導入される生物への対応に

ついての検討を含む外来種対策の推進等により、多様な野生生物をはぐくむ空間づくりを

進めるとともに、野生鳥獣と共存する地域づくりを進めることが必要であることに留意す

べきです。 

 

 

 

74



 

 

 

 

②主な取組状況等       

 
 

生物多様性国家戦略 2010において、期間を定めた中長期目標、短期目標を新たに設定すると

ともに、里地里山の保全再生方策の検討、生物多様性の保全に資する農林水産業の推進、絶滅

のおそれのある種の保全や外来種対策を推進しました。 

 

 

≪中長期ビジョンの検討≫ 

 

 ○ 生物多様性国家戦略 2010において、以下の通り中長期目標（2050 年）及び短期目標（2020

年）が設定されました。 

 

＜中長期目標（2050年）＞ 

人と自然の共生を国土レベル、地域レベルで広く実現させ、我が国の生物多様性の状態を現状以上

に豊かなものとするとともに、人類が享受する生態系サービスの恩恵を持続的に拡大させる。 

 

＜短期目標（2020年）＞ 

  生物多様性の損失を止めるために、2020年までに、 

① 我が国の生物多様性の状況を科学的知見に基づき分析・把握する。生物多様性の保全に向けた活

動を拡大し、地域に固有の動植物や生態系を地域の特性に応じて保全するとともに、生態系ネット

ワークの形成を通じて国土レベルの生物多様性を維持・回復する。 

とりわけ我が国に生息・生育する種に絶滅のおそれが新たに生じないようにすると同時に、現に

絶滅の危機に瀕した種の個体数や生息・生育環境の維持・回復を図る。 

② 生物多様性を減少させない方法を構築し、世代を超えて、国土や自然資源の持続可能な利用を行

う。 

③ 生態系サービスの恩恵に対する理解を社会に浸透させる。生物多様性の保全と持続可能な利用を、

地球規模から身近な市民生活のレベルまでの様々な社会経済活動の中に組み込み（生物多様性の主

流化）、多様な主体により新たな活動が実践される。 

 

 

≪里地里山の保全・再生に関する取組≫ 

 

 ○ 里地里山の保全・活用に向けた取組を更に全国へと展開していくために、参考事例とな

る里地里山の特徴的な取組の情報発信を行いました。また、平成 19 年度（2007 年度）か

ら継続して、都市住民等のボランティア活動への参加を促進するため、ホームページ等に

より活動場所や専門家の紹介等を行うとともに、研修会等を開催し里地里山の保全・活用

に向けた活動の継続・促進のための助言等の支援を実施しました。 
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 ○ 特別緑地保全地区等に含まれる里地里山については、土地所有者と地方公共団体等とが

管理協定を締結し、持続的に管理を行うとともに市民に公開する等の取組を推進しました。 

 

 ○ 棚田や里山といった地域における人々と自然との関わりの中で形成されてきた文化的景

観の保存活用のために行う調査、保存計画策定、整備、普及・啓発事業を補助する重要文

化的景観保護推進事業を実施しました。 

 

 ○ 上下流連携いきいき流域プロジェクトにより、里山林等における森林保全活動や多様な

利用活動への支援を実施しました。 

 

 

≪生物多様性の保全に貢献する農林水産業の推進≫ 

 

 ○ 「農林水産省生物多様性戦略」（平成 19 年（2007 年）７月）に基づき、①田園地域・

里地里山の保全（環境保全型農業の推進、生物多様性に配慮した生産基盤整備の推進等）、

②森林の保全（適切な間伐等）、③里海・海洋の保全（藻場・干潟の造成、維持・管理等）

等生物多様性保全をより重視した農林水産施策を推進しました。 

 

 ○ これらの関連施策を効果的に推進するため、農林水産業と生物多様性の関係を定量的に

測る指標の開発を進めました。 

 

 ○ 地域の生きものを通して農林水産業における生物多様性保全の取組を分かりやすく伝え

る「生きものマーク」について、取組事例を集め、その活用のための手引きとなる「生き

ものマークガイドブック」を平成 22 年（2010 年）３月に作成し、生物多様性保全に貢献

する農林水産業への理解の促進を図りました。 

 

○ また、農林水産省生物多様性戦略検討会の提言（平成 21年（2009 年）10 月）を受け、

平成 22年（2010年）10月に開催される生物多様性条約第 10回締約国会議（ＣＯＰ10）に

向けて、生物多様性の日である５月 22日に愛知県において農林水産業と生物多様性に関す

るシンポジウムを開催しました。今後、全国各地でシンポジウムを開催します。 

 

 ○ 農山漁村地域において鳥獣による農林水産業等に係る被害が深刻な状況にあることを背

景として、その防止のための施策を総合的かつ効果的に推進することにより、農林水産業

の発展及び農山漁村地域の振興に寄与することを目的とする鳥獣による農林水産業等に係

る被害の防止のための特別措置に関する法律（平成 19 年法律第 134 号）が成立し、平成

20 年（2008 年）２月から施行されました。この法律に基づき、市町村における被害防止

計画の作成を推進し、鳥獣被害対策の体制整備等を推進しました。 

 

≪絶滅のおそれのある種の保存及び外来生物による在来生物等への影響への対応≫ 
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＜希尐野生動植物種の保存＞ 

 ○ 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律（平成４年法律第 75号。以下「種

の保存法」という。）に基づく国内希尐野生動植物種にオガサワラオオコウモリを追加し、

国内希尐野生動植物は、哺乳類５種、鳥類 38種、爬虫類１種、両生類１種、汽水・淡水魚

類４種、昆虫類 10種、植物 23種の 82種となりました。そのうち 47種に対し保護増殖事

業計画を策定し、個体の繁殖や生息地の整備等の保護増殖事業を行っています。また、同

法に基づき指定している全国９カ所の生息地等保護区において、保護区内の国内希尐野生

動植物の生息・生育状況調査、巟視等を行いました。 

 

 ○ 絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約（以下「ワシントン条約」

という。）及び二国間渡り鳥条約等により、国際的に協力して種の保存を図るべき 677種

類を、国際希尐野生動植物種として指定しています。  

 

 ○ 絶滅のおそれのある野生動植物の保護増殖事業や調査研究、普及啓発を推進するための

拠点となる野生生物保護センターを、平成 22 年（2010 年）３月末現在、８カ所で設置し

ています。 

 

 ○ トキについては、平成 20年（2008 年）に引き続き、平成 21年（2009年）９月に第二回

目の放鳥を実施しました。 

 

（参考）主な保護増殖事業の概要 
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＜外来種等への対応＞ 

 ○ 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律（平成 16年法律第 78号）

に基づき、97種類の特定外来生物（平成 22年（2010年）３月現在）の輸入、飼養等を規

制しています。また、奄美大島や沖縄本島北部（やんばる地域）の希尐動物を捕食するジ

ャワマングースの防除事業、小笠原諸島内の国有林でのアカギ等の外来種の駆除のほか、

アライグマ、アルゼンチンアリ等についての防除モデル事業等、具体的な対策を進めてい

ま す 。 ま た 、 外 来 種 の 適 正 な 飼 育 に 係 る 呼 び か け 、 ホ ー ム ペ ー ジ

（http://www.env.go.jp/nature/intro/）等での普及啓発を実施しました。 

 

 

③今後の政策に向けた提言 

 ○ 生物多様性国家戦略 2010の基本戦略「地域における人と自然の関係を再構築する」など

における以下の記述を踏まえて、今後も取組を推進するべきです。 

  

＜中長期ビジョンを達成するための手法の検討＞ 

・ ポスト2010年目標の国際的議論を通じて得られた知見やＣＯＰ10の成果などを踏まえ、ＣＯＰ10

後に、生物多様性国家戦略2010の見直しに着手します。また、生物多様性国家戦略の取組状況を適

正に評価し、今後の改定や施策の改善につなげていくため、国土の生物多様性の損失を防止するた

めの目標の達成状況を評価するうえで重要となる具体的な指標の設定に取り組みます。 

 

＜里地里山の保全・再生に関する取組＞ 

・ 森林の有する生物多様性の保全、水源の涵養、国土保全等の様々な機能を考慮し、地域の自然的・

社会的条件に応じて、二次林や人工林としての管理を積極的に推進する場合と、自然の遷移を基本

として、森林の機能を維持・発揮できる森林への移行を促進させる管理を行う場合とを総合的に判

断していくこと等も検討が必要です。 

 

・ 里地里山の保全活動の取組の参考とするため、持続可能な資源利用に関する全国の特徴的な取組

事例を収集、分析し、幅広く情報発信を行います。さらに、伝統的な里地里山の利用・管理手法の

再評価、保全再生につながる新たな利活用手法の導入、都市住民や企業等多様な主体による参加促

進方策等の視点について検討を行い、地域の活動にとって必要な助言や技術的なノウハウの提供を

行うことにより、全国的な里地里山の保全再生を促します。 

 

・ かつての里地里山に見られたような地域における人と自然との関係をつくっていくためには、農

林漁業者をはじめ、ＮＧＯ等の地域のネットワークを構築し、地方公共団体、企業や都市住民の力

も借りた里地里山の手入れや森林づくりを進めることが重要です。 

 

・ 人間の様々な働きかけを通じて自然環境が維持されてきた地域については、行政、地域住民、農

林漁業者、ＮＧＯ、土地所有者、企業等多くの主体が協働して、地域に根づいた方法で自然環境の
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保全活動が持続的に進められるようそのあり方を検討します。 

 

・ 里地里山の新たな利活用の方策について、環境教育やエコツーリズムの場の提供、間伐材やスス

キなどのバイオマス利用など具体的な地域での試行的な取組を通じて検討します。 

 

＜生物多様性の保全に貢献する農林水産業の推進＞ 

・ 安全な食料の安定供給を求める国民・消費者の期待に応えるためには、生物多様性の視点を取り

入れた良好な生産環境を維持した持続的な農林水産業の振興と、それを支える農山漁村の活性化が

必要です。そのため、農林水産関連施策において、生物多様性の保全をより重視した視点を取り入

れ、生物の生息・生育環境としての質を高める持続可能な農林水産業を推進し、農山漁村の活性化

を図ります。 

 

・ 食料生産と生物多様性保全が両立する水稲作などの取組事例における生きものの生息・生育状況、

周辺環境、営農履歴などを紹介し、農業者に取組への理解と意欲を呼び起こすとともに、生物多様

性保全を重視して生産された農林水産物であることを表す「生きものマーク」の活用などを通じて、

こうした取組への国民の理解を促進します。 

 

・ 森林認証制度をはじめ、環境に配慮した商品や経済活動を対象とする認証制度など、民間による

より自主的な取組が生物多様性の分野でも浸透することを目指し、諸外国における事例も含め、幅

広く情報を収集することなどを通じて、民間における取組の促進を図ります。 

 

・ 自然生態系と調和しつつ人手を加えることにより、高い生産性と生物多様性の保全が図られてい

る海は一般的に「里海」として認識されるようになっており、今後とも適切に保全することが必要

です。このため、里海を含む海洋全体の生物の多様性の保全とその持続可能な利用を通して、国民

の健全な食生活を支える水産物を将来にわたって安定的に供給するとともに、力強い水産業と豊か

で活力ある漁村の確立を推進します。 

 

＜絶滅のおそれのある種の保存及び外来生物による在来生物等への影響への対応＞ 

・ 絶滅のおそれのある種の状況の把握と減少要因の分析を行い、その状況を改善するために必要な

措置を種ごとに明らかにするとともに、国内希少野生動植物種の指定による保護の効果を評価して、

その効果が認められるものは、その措置を更に推進し、十分な効果があがっていない場合は、その

要因を分析して効果的な保全対策を種ごとに明らかにする等、種の保存法の施行状況の評価を踏ま

え、効果的な対策を講じます。 

また、種の絶滅のおそれを低下させていくためには、個々の種に着目するだけでなく、重要な地

域を特定して重点的に対策を講じていくことも検討しなければなりません。絶滅のおそれのある種

が集中する島嶼地域等、生物多様性の保全上重要な地域（ホットスポット）を特定し、優先的に保

護地域の指定などの検討を進めるとともに、自然再生や里地里山保全・再生、希少種の保護増殖、

特定鳥獣の保護管理、外来種の防除など各種事業により、可能な限り各省、地方公共団体、ＮＧＯ、

企業などとの連携も図りながら、地域の関係者と協力して地域全体の生物多様性を保全・再生する

ような制度や手法の検討を進めます。 
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特に、トキやツシマヤマネコなどの保護増殖を進め、それらの野生復帰を進めるとともに、多様

な野生生物をはぐくむ環境づくりを地域の人々と協力しながら行います。 
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重点調査事項③：森・里・川・海のつながりを確保する取組  

生きものの生息の基盤となっている場所のつながりを確保するため、将来にわたり保全すべき

自然環境や優れた自然条件を有している地域を核として、それらを有機的につなぐ生態系ネット

ワークの形成を目指し、流域全体の生態系管理の視点に立ち様々なスケールで森、里、川、海を

連続した空間として積極的に保全・再生を進める観点から、 

a) 生態系ネットワークの形成に関する取組 

b) 自然再生の推進に関する取組 

について、調査を実施しました。関係府省から報告された取組状況等は、「②主な取組状況等」

欄のとおりです。 

 

 

①第２回点検における指摘内容 

 
 

○ 第三次生物多様性国家戦略では、今後５年程度の間に重点的に取り組むべき施策の大き

な方向性について、４つの基本戦略を提示しており、この１つとして「森・里・川・海の

つながりを確保する」が位置付けられ、流域全体の生態系管理の視点を考慮した生態系ネ

ットワークを形成することとしていることに留意すべきです。なお、平成 20年（2008年）

７月に閣議決定された国土形成計画（全国計画）においても、健全な生態系の維持・形成

を図る取組として、「エコロジカル・ネットワークの形成を通じた保全・再生」が位置付

けられており、生物多様性の保全と持続可能な利用を進めることとする同戦略と国土の利

用、整備及び保全を推進することとする同計画の位置付けや役割を考慮しつつ、関係各省

の役割を踏まえながら相互に連携し、推進する必要があることに留意すべきです。 

○ 自然再生推進法（平成 14年法律第 148号）が施行後５年を経過した場合の検討結果等を

踏まえ、地域の自然再生の取組の推進、生態系の保全・再生の重要性の強調及び全国的視

点の強化等の観点から、自然再生基本方針が見直されたところであり、その方針を踏まえ

た取組を行うことが必要であることに留意すべきです。 

 

 

②主な取組状況等       

 
 

国土の生態系ネットワークの形成や自然再生の更なる推進に向けて、生態系ネットワーク構

想の策定、自然再生基本方針の見直し等を行いました。 
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≪生態系ネットワークの形成に関する取組≫ 

 

 ○ すぐれた自然環境を有する地域を核として、これらを有機的につなぐことにより、生息・

生育空間のつながりや適切な配置を確保する生態系ネットワーク（エコロジカル・ネット

ワーク）を形成するため、平成 20 年度（2008 年度）に全国レベルのエコロジカル・ネッ

トワーク構想の検討を開始し、平成 21 年度（2009 年度）に「全国エコロジカル・ネット

ワーク構想」を策定しました。 

 

 ○ 国有林においては、保全すべき森林生態系の核となる保護林相互を連結する「緑の回廊」

の設定を進めており、平成 21年（2009年）４月現在、24カ所約 509千ヘクタールが設定

され、生態系に配慮した施業やモニタリング調査等を実施しています。 

 

 

≪自然再生の推進に関する取組≫ 

 

 ○ 自然再生推進法に基づく自然再生協議会は、新たに１カ所が設立され、平成 22年（2010

年）３月末現在、全国で 21カ所となっています。すべての協議会で自然再生全体構想が作

成され、うち 13カ所で自然再生事業実施計画が作成されています。 

 

 ○ 平成 21 年度（2009 年度）は、国立公園における直轄事業７地区、自然環境整備交付金

で地方公共団体を支援する事業 12 地区の計 19地区で自然再生事業を実施しました。これ

らの地区では、生態系調査や事業計画の作成、事業の実施、自然再生を通じた自然環境学

習等を行いました。 

 

（参考）自然再生協議会の設置箇所（平成22年（2010年）３月現在） 
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③今後の政策に向けた提言 

 ○ 生物多様性国家戦略 2010の基本戦略「森・里・川・海のつながりを確保する」などにお

ける以下の記述を踏まえて、今後も取組を推進するべきです。 

  

＜生態系ネットワークの形成に関する取組＞ 

・ 生態系ネットワークの計画手法や実現手法の検討を深め、既存のネットワーク施策・事業の効果

についての評価・検証を行い、地方公共団体や広域地方協議会、ＮＧＯなどへの構想・計画づくり

に係る情報提供や普及広報を進めることにより、全国、広域圏、都道府県、市町村等の様々な空間

レベルにおける計画策定や事業実施に向けた条件整備を進めます。特に広域圏レベルにおいて具体

的に生態系ネットワークの姿を示していくことが重要であることから、関係省庁の緊密な連携のも

と、生態系ネットワークの図化を目指します。その際、森林や緑地等のネットワークに加えて、氾

濫原を含む河川、湖沼、湿原、地下水、湧水、水田等の水系や沿岸域にわたる水循環に着目したネ

ットワークが重要であり、こうした流域全体の生態系の保全とネットワークの形成を効果的に進め

るための方策を検討します。 

 

・ 生態系ネットワークが分断されている場所では、そのつながりを取り戻すことが必要であり、科

学的な知見に基づいて重要な地域を保全すると同時にネットワークを確保するための自然再生を積

極的に行う等の様々な取組を通じて生物の生息・生育空間の確保や生物がそれらを行き来できるよ

うにする生態的回廊の確保を進めます。 

 

＜自然再生の推進に関する取組＞ 

・ 自然再生の取組については、平成20年（2008年）に改正を行った自然再生基本方針に基づき、自

然再生の取組の効果的な推進、広域的な取組の強化、自然環境学習や調査研究の推進を図りつつ、

生態系ネットワーク等の国土的視点も考慮した自然再生の取組を推進します。 
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重点調査事項④：地球規模の視野を持って行動する取組  

生物多様性の保全のため、つながりの深いアジア太平洋地域を中心とした国際協力等地球規模

の生物多様性への視野を持って行動する観点から、 

a) 生物多様性の保全に関する日本の国際的な貢献 

b) 我が国の生物多様性の総合評価やモニタリング等の実施 

について、調査を実施しました。関係府省から報告された取組状況等は、「②主な取組状況等」

欄のとおりです。 

 

 

①第２回点検における指摘内容 

 
 

○ 平成 20 年（2008 年）５月にＧ８環境大臣会合において合意された「神戸・生物多様性

のための行動の呼びかけ」、ＣＯＰ10の我が国での開催決定等を踏まえ、国際的なリーダ

ーシップを発揮すべきです。 

この一環として、自然との共生モデルであるＳＡＴＯＹＡＭＡイニシアティブの提案・

発信等の取組を進める際には、地域における人と自然との関係についての我が国の現状及

び世界における事例を十分に踏まえるべきです。また、ＡＢＳ（Access and Benefit Sharing，

遺伝資源へのアクセスと利益配分）の問題が注目されていますが、環境行政の観点からも、

我が国としての取り組み方を明確にするとともに、生物多様性に配慮しつつ、遺伝資源の

提供国及び利用国の双方に利益をもたらすようなＡＢＳのための国際的な枠組みが構築さ

れるよう、生物多様性条約第 10回締約国会議の議長国として貢献すべきです。さらに、生

物多様性のモニタリング・評価・情報共有に関する国際協力、世界的に重要な生態系のネ

ットワーク構築等において、国際的な貢献を行うべきです。特に、アジア太平洋地域の生

物多様性のインベントリー整備や国際連携による地球規模モニタリング体制の構築により、

生態系総合監視システムを強化すべきです。 

○ 二国間・多国間ネットワークによる生物多様性の保全等、地球規模の視野を持って行動

することが期待されることに留意すべきです。 

○ 自然環境データの充実等に係る措置については、基本戦略「地球規模の視野を持って行

動する」において、我が国の生物多様性の総合評価、温暖化影響を含むモニタリング等を

実施する必要があることに留意すべきです。 

 

 

②主な取組状況等       

 
 

我が国がＣＯＰ10及びカルタヘナ議定書第５回締約国会合（ＣＯＰ／ＭＯＰ５）の開催国・
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議長国であることを踏まえ、生物多様性国家戦略 2010において、我が国の国際的取組を示すと

ともに、ポスト 2010年目標の提案やＳＡＴＯＹＡＭＡイニシアティブの推進、生物多様性の総

合評価の実施等の取組を推進しました。 

 

 

≪生物多様性の保全に関する日本の国際的な貢献≫ 

 

＜ＣＯＰ10･ＭＯＰ５の議長国としての貢献＞ 

 ○ ＣＯＰ10議長国としての国際的な役割を果たすため、有識者、ＮＧＯ、経済界との意見

交換や国民からの意見募集により「ポスト 2010年目標に関する日本提案」を決定し、平成

22 年（2010年）１月に生物多様性条約事務局に提出しました。日本提案では、中長期目標

として、2050年までに「人と自然の共生を世界中で広く実現させ、生物多様性の状態を現

状以上に豊かなものとする」ことを目指し、短期目標として、2020 年までに「生物多様性

の損失を止めるために」具体的な行動を実施することを目指すこととしています。さらに、

短期目標を達成するために、分野ごとにより具体化した９つの個別目標を提示し、そのた

めの 34の達成手法と 19の数値指標も併せて提案しています。 

 

 ○ 平成 21年（2009年）10月にＣＯＰ10のロゴマークとスローガン「いのちの共生を、未

来へ」を決定しました。ロゴマークは、多様な動植物と人間の親子の折り紙を円形に配置

することで、人類と多様ないきものとの共生と、豊かな生物多様性を将来に引き継いでい

こうという思いを表現しています。また、平成 22 年（2010 年）３月に、日本人女性アー

ティストの MISIAさんが国連からＣＯＰ10名誉大使に任命されたことから、国連本部、生

物多様性条約事務局等と連携しながら、ＣＯＰ10名誉大使の活動を支援しました。 

 

 ○ ＣＯＰ10に向けた多様な主体間の情報の共有、意見交換、連携の促進等を図るため、平

成 21年（2009年）２月に設置した「生物多様性条約第 10回締約国会議及びカルタヘナ議

定書第５回締約国会議に関する円卓会議」を、平成 21 年度（2009 年度）に３回開催しま

した。また、ＣＯＰ10 に向けて政府が一体となった取組を進めるため、平成 21 年（2009

年）12月に関係省庁の副大臣及び政務官からなる「生物多様性条約第 10回締約国会議（Ｃ

ＯＰ10）関する関係副大臣等会議」を設置しました。さらに、平成 22 年（2010 年）１月

には、会場設営や運営業務を関係省庁が合同で行うため、「生物多様性条約ＣＯＰ10日本

準備事務局」を外務省に設置しました。 

 

＜ＳＡＴＯＹＡＭＡイニシアティブの推進＞ 

 ○ 二次的な自然地域における自然資源の持続可能な利用・管理を推進していくための取組

を、日本の「里山」を冠したＳＡＴＯＹＡＭＡイニシアティブとしてＣＯＰ10で提案・発

信し、国際パートナーシップの構築を目指しています。平成 21 年度（2009 年度）には、

国際パートナーシップの構築に向けた準備会合を、東京、ペナン（マレーシア）、パリ（フ

ランス）で開催しました。準備会合では、世界各地の実情や課題、持続可能で資源循環的

な自然資源の伝統的利用の事例や専門的な知見を整理するとともに、ＳＡＴＯＹＡＭＡイ
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ニシアティブを進めるに当たっての考え方や、国際パートナーシップ構築に向けた検討を

行いました。 

 

＜モニタリングのネットワーク化、世界的に重要な生態系のネットワーク構築＞ 

 ○ アジア太平洋地域の生物多様性モニタリング体制の推進を目的として、地球規模での生

物多様性保全に必要な科学的基盤の強化のため、当該地域の研究者間のネットワークの構

築支援を行いました。また、東・東单アジア地域での生物多様性の保全と持続可能な利用

のための生物多様性情報整備と分類学能力の向上を目的とする事業である東・東单アジア

生物多様性情報イニシアティブに関する戦略と行動作業計画を作成し、関係各国・当該地

域の政府関係者及び関係機関を集めた会合において合意を得ました。 

 

 ○ 生物多様性に関する科学及び政策の連携の強化を目的とした「生物多様性及び生態系サ

ービスに関する政府間科学政策プラットフォーム（ＩＰＢＥＳ）」の創設に向けた国際的

な議論に積極的に参画しました。 

 

 ○ 東单アジア諸国に対する国際的に重要な湿地の特定、保全及び賢明な利用に向けた協力

等を行いました。 

 

 ○ 米国、オーストラリア、中国、ロシア及び韓国との二国間の渡り鳥条約等に基づき、各

国との間で渡り鳥等の保護のため、アホウドリ、オオワシ、ズグロカモメ等に関する共同

調査を引き続き実施するとともに、渡り鳥保護施策や調査研究に関する情報や意見の交換

を行いました。 

 

 ○ 日豪政府のイニシアティブにより、平成 18年（2006年）11月に発足した「東アジア・

オーストラリア地域フライウェイ・パートナーシップ」の活動として、アジア太平洋地域

におけるツル、ガンカモ、シギ・チドリ類等の渡り性水鳥の保全を進めました。 

 

 ○ 平成 21年（2009年）12月に、ベトナム（ホイアン）で第５回ＩＣＲＩ東アジア地域会

合を開催し、平成 22 年度（2010 年度）を目途に策定する東アジアを中心とした海域にお

ける重要サンゴ礁ネットワーク戦略について関係各国で話し合いました。 
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